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平成２２年度地域活動支援事業（まちづくり推進事業）補助金交付要綱

財団法人 北海道地域活動振興協会

１ 総 則

平成２２年度地域活動支援事業補助金の交付については、この要綱の定めるところに

よる。

２ 目 的

この補助金は、地域活動の振興を図るため、行政とのパートナーシップにより、住み

よい地域社会の創造や地域の特性を生かした地域づくり活動などに要する経費の一部を

補助することにより、活力ある地域社会の形成に寄与することを目的とする。

３ 対象事業

補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という）は、個性ある住みよい

地域社会を創造するため、住民や行政、関係機関、団体等が連携し、新しい時代に相応

しいネットワークづくりをめざす、先駆的で他のモデルとなる、次の事業とし、名称を

「まちづくり推進事業」とする。

ただし、国または道の補助金の交付を受けている事業を除く。

まちづくり推進事業

ア 地域に埋もれている素材を活用し、広く住民の参加を得ながら進める地域活性化

の取り組み

イ 先進事例を参考に、住民のさまざまな知恵や工夫を反映させながら進める地域活

性化の取り組み

４ 対象団体

補助金の交付対象となる団体（以下「補助対象団体」という）は、営利を目的としな

い団体で、市町村、学校、政治団体、宗教団体を除く団体とする。

５ 補助対象経費

補助対象事業に要する経費は、次に掲げる経費は除く。

（１）人件費

（２）備品購入費

（３）食料費（事業で提供する食事の原材料費を除く）

６ 補助率等

補助率及び補助金の限度額は、次のとおりとする。

（１）補助率：補助対象経費の総額に３分の２を乗じて得た額以内の額

（２）限度額：予算の定める範囲内で、１団体につき３０万円を限度

７ 補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする団体は、「まちづくり推進事業補助金交付申請書」（様

式１、以下「申請書」という）、事業計画書及び関係書類を添え（財）北海道地域活動

振興協会（以下「協会」という）に提出する。
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８ 交付決定通知

申請書等の内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、申請団

体へ通知する。また、プライバシーに係るものを除いて、協会のホームページで公開す

る。

９ 事業計画の変更

補助金の交付の決定を受けた団体が、年度途中の実施段階で当初事業計画の変更を余

儀なくされた場合には、その事由を明記した事業計画変更届（申請書様式を踏襲）を提

出し、協会の承認を受けなければならない。

１０ 交付決定の取り消し

補助対象団体が次のいずれかに該当すると判断したとき、補助金の交付決定の全部ま

たは一部を取り消すことができる。

（１）補助対象事業を中止した場合

（２）補助対象事業を遂行する見込みがなくなった場合

（３）補助対象事業計画の変更が当初目的を逸脱した場合

１１ 実績報告書の提出

補助金の交付の決定通知を受けた団体は、事業終了後２ケ月以内又は平成２３年４月

８日までのいずれか早い時期に、精算結果を明示した「まちづくり推進事業実績報告書」

（様式２、以下「報告書」という）を領収書等の関係書類、写真及び動画等の関係資料

を添え協会へ提出する。

なお、写真は３枚以上とし、原則として協会ホームページへに掲載するので、掲載不

可の場合は、その旨表示のこと。

補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類等は、事業の完了日の属する年度の翌年度か

ら５年間保存しなければならない。

１２ 補助金の交付

提出された報告書を審査のうえ、補助金の額を確定し、交付する。

ただし、補助金交付決定通知後、補助金交付予定額の８０％以内において、概算払い

を請求することができる。この場合「まちづくり推進事業補助金概算払い申請書」（様

式３）と「資金収支計画書」（様式４）を提出する。

１３ 補助金の返還等

１０の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補

助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年１０．９５％

の割合で計算した違約加算金を協会に納付しなければならない。

また、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０．９５％の割合で計

算した違約延滞金を協会に納付しなければならない。

附 則

この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。


